
かわまちづくり支援制度について
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以前の「かわづくり」と「まちづくり」は別々に考えられることが多く、

かわづくり側では河川利用に特化した河川空間利用が計画され、

まちづくり側では河川空間を積極的に活かそうという発想がないまま

都市計画が進められる状況

そのような、互いに連携・融合がなされない状況を見直し、「かわづく

り」と「まちづくり」を一緒に考えようという「かわまちづくり」制度

がスタート

ー「かわまちづくり」とは？ー

はじめに
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河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化及び

観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理

者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す取組。（令和３年度時点：２４４地区）

１．かわまちづくり支援制度の概要
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視点１ 「かわ」を活用した観光利用を促進する
坂路や階段護岸の整備等により、集客しやすい環境整備を行い、周辺に存在する歴史や文化

などの資源と連携した観光利用を促進する。

かわまちづくりについては、以下のような視点から整備を行うことが多い。

２．かわまちづくりの視点

視点３ 流域のネットワーク利用を促進する
サイクリングロードや散策道、誘導サインを整備し、既存のネットワークと繋げることに

よって、まちも含めた流域のネットワーク利用を促進する。

視点２ 水辺に親しむ拠点を形成する
親水護岸やワンド、水辺に近づくことのできる坂路、階段などの整備によって、カヌーなど

のアクティビティや環境学習などの拠点を形成する。

視点４ 周辺拠点施設と一体となった水辺利用を促進する
「道の駅」や「都市公園」などの周辺の利用拠点と連続した水辺拠点整備、及びイベント等

での連携を図り拠点と一体となった水辺利用を促進する。

視点５ 福祉利用の拠点を形成する
病院や老人ホーム、デイケアセンター等の福祉施設の周辺において、散策やリハビリで安

全・安心に河川空間を活用できるようにするため、スロープや散策路等の整備を行うことに
よって、福祉利用の拠点を形成する。 4



《推進主体》
河川管理者と連携して「かわまちづくり」を推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1. 市町村
2. 市町村及び民間事業者
3. 市町村を構成員に含む法人格のない協議会

３．かわまちづくりの要求事項

《かわまちづくりの計画作成等》
1. 支援制度の登録を受けようとする推進主体は、河川管理者と共同で、別途定める様式により

「かわまちづくり計画」を作成するものとする。
2. 「かわまちづくり計画」に定める内容は次のとおりとする。

(1) 水辺とまちづくりに関する基本方針
(2) 支援事業の内容（ソフト施策、ハード施策）
(3) その他特筆すべき事項

《登録要件》
支援制度の登録を受けることができる要件は、「かわまちづくり計画」の対象となる河川

が次の各号のいずれかに該当するものとする。
1. 歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画など国による認定が個別法で規定されており、

まちづくりと一体的に良好な河川空間を整備し、その利活用を図る必要がある河川
2. 都市再生整備計画や地方再生計画など国による認定が個別法で規定されており、地域活性化

や地域振興に関する計画等において、まちづくりと一体的に良好な河川空間を整備し、その
利活用を図る必要がある河川

3. 中心市街地活性化、国家戦略特区、地方創生特区及び環境モデル都市など国として積極的に
支援している地域活性化施策に関連して良好な河川空間を整備し、その利活用を図る必要が
ある河川

4. 推進主体が河川空間と一体となったまちづくりを行うために自らが整備を計画し、良好な河
川空間形成のための諸活動を行っている等、推進主体の熱意が特に高く、河川空間を整備し、
その利活用を図る必要がある河川

「かわまちづくり」支援制度実施要綱より抜粋
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